
JP 4130833 B2 2008.8.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端側に手指を掛ける操作部が形成されている一対の操作レバーが胴部で枢着されて鋏
鏝状に形成され、マスカラ収容器に差し入れられる一方の操作レバーの他端側が毛を螺旋
状に設けた塗布ブラシ状に形成された睫毛用化粧用具において、
　前記一方の操作レバーの他端側の毛と協働してマスカラを睫毛に塗るための毛が、前記
マスカラ収容器に差し入れられない他方の操作レバーの他端側に、前記一方の操作レバー
の他端側の螺旋状の不毛部に毛先が入り込む状態に位置決めされて設けられ、前記一方の
操作レバーの他端側の毛と前記他方の操作レバーの他端側の毛とで前記睫毛を挟んで前記
マスカラを塗布するとき、前記マスカラが大粒の状態で睫毛に付着することを防止するこ
とを特徴とする睫毛用化粧用具。
【請求項２】
　一端側に手指を掛ける操作部が形成されている一対の操作レバーが胴部で枢着されて鋏
鏝状に形成され、一方の操作レバーの他端側に毛が螺旋状に設けられた睫毛用化粧用具で
あって、
　前記一方の操作レバーの他端側の毛と協働してマスカラを睫毛に塗るための毛が、他方
の操作レバーの他端側に螺旋状に設けられ、前記他方の操作レバーの他端側の毛は、その
毛先が一方の操作レバーの螺旋状の不毛部に入り込む状態に位置決めされて設けられ、前
記一方の操作レバーの他端側の毛と前記他方の操作レバーの他端側の毛とで前記睫毛を挟
んで前記マスカラを塗布するとき、前記マスカラが大粒の状態で睫毛に付着することを防
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止し、且つ前記睫毛を挟んだときに前記一方の操作レバーの他端側の毛と対向し協働する
側の毛よりも前記一方の操作レバーの他端側の毛と協働せずに前記マスカラを前記睫毛に
塗る側の毛が相対的に長く、
　前記他方の操作レバーの他端側の先端部には毛が設けられていることを特徴とする睫毛
用化粧用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睫毛用化粧用具に関し、更に詳しくはマスカラの塗布と、睫毛のカールとを
同時にできるよう形成した睫毛用化粧用具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の化粧用具は、通常、マスカラの収容器と、この収容器の蓋の内側に設けら
れている塗布ブラシとで形成されている（特許文献１）。
【０００３】
　又従来、睫毛カーラーとしては、第１レバーと第２レバーを鋏状に連結し、第１レバー
の先端部に板状の上挟圧体を縦向きに取り付け、第２レバーの先端部に弾性材を備えた下
挟圧体を取り付けているものがある（特許文献２）。
【０００４】
　この睫毛カーラーは、上挟圧体の前面を瞼にあてがって、第１レバーと第２レバーを指
で鋏のように操作して先端を閉じ、下挟圧体を上方へ押し上げて上下の挟圧体で睫毛を挟
み込んでカールするものである。
【０００５】
　ところで従来、マスカラを塗る場合は、上記のように、マスカラ収容器のキャップを手
指で持ってその内側に設けられている塗布ブラシを利用するのが通例であり、又睫毛をカ
ールする場合は、［特許文献２］に記載されているような睫毛カーラーを使用するのが通
例であった。
【特許文献１】特開２００２－８５１４９号公報
【特許文献２】特開平１０－２９５４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　即ち従来、睫毛を化粧する場合は、先ずカーラーで睫毛を曲げ、次にマスカラを塗る必
要があったから、従来品によると、睫毛の化粧に手間暇がかかる、という問題があった。
又従来の睫毛用化粧用具を使用した場合には、目頭や目尻の睫毛にマスカラを塗ることが
困難であった。
【０００７】
　本発明は、このような従来の実情に鑑み、提案されたものである。
　従って本発明の技術的課題は、睫毛の化粧に係る手間暇を軽減できるよう、細部までマ
スカラを塗るのと同時に、睫毛をカールできるよう形成した睫毛用化粧用具を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記の課題を解決するために、次のような技術的手段を採る。
　即ち本発明は、第１図等に示されるように、一端側に手指を掛ける操作部１が形成され
ている一対の操作レバー２、３が胴部で枢着されて鋏鏝状に形成され、マスカラ収容器５
に差し入れられる一方の操作レバー２の他端側２ａが毛を螺旋状に設けた塗布ブラシ状に
形成された睫毛用化粧用具において、一方の操作レバー２の他端側２ａの毛２ｂと協働し
てマスカラ６を睫毛７に塗るための毛３ｂが、マスカラ収容器５に差し入れられない他方
の操作レバー３の他端側３ａに、一方の操作レバー２の他端側２ａの螺旋状の不毛部に毛
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先が入り込む状態に位置決めされて設けられ、一方の操作レバー２の他端側２ａの毛２ｂ
と他方の操作レバー３の他端側３ａの毛３ｂとで睫毛７を挟んでマスカラ６を塗布すると
き、マスカラ６が大粒の状態で睫毛７に付着することを防止するのが好ましい（請求項１
）。
【０００９】
　なぜならこれによると、睫毛７にマスカラ６を万遍なくつけることができ、塗りむらを
防止できるからである。
【００１１】
　また、これによると、他方の操作レバー３の毛３ｂがマスカラ６を細粒化し、マスカラ
６が大粒の状態で塗られることを防止できるからである。
【００１２】
　さらに本発明においては、第７図等に示されるように、一端側に手指を掛ける操作部１
が形成されている一対の操作レバー２′、３′が胴部で枢着されて鋏鏝状に形成され、一
方の操作レバー２′の他端側２′ａに毛２′ｂが螺旋状に設けられ、一方の操作レバー２
′の他端側２′ａの毛２′ｂと協働してマスカラ６を睫毛７に塗るための毛３′ｂが他方
の操作レバー３′の他端側３′ａに螺旋状に設けらている。他方の操作レバー３′の他端
側３′ａの毛３′ｂは、その毛先が一方の操作レバー２′の螺旋状の不毛部に入り込む状
態に位置決めされて設けられ、一方の操作レバー２′の他端側の毛２′ａと他方の操作レ
バー３′の他端側の毛３′ａとで睫毛７を挟んでマスカラ６を塗布するとき、マスカラ６
が大粒の状態で睫毛７に付着することを防止し、且つ睫毛７を挟んだときに一方の操作レ
バー２′の他端側２′ａの毛２′ｂと対向し協働する側の毛よりも一方の操作レバー２′
の他端側２′ａの毛２′ｂと協働せずにマスカラを睫毛７に塗る側の毛が相対的に長い。
他端側３′ａの先端部には毛３′ｄが設けられているのが好ましい。
【００１３】
　なぜならこれによると、睫毛７にマスカラ６を塗り易い上、目頭や目尻の短い睫毛にも
マスカラ６を塗ることが可能であるからである（請求項２）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の好適な実施形態を添付図面で説明する。
　本発明品は、第１図等に示されるように、一端側に手指を掛ける操作部１が形成されて
いる一対の操作レバー２と３（２′と３′）とが、胴部で枢着されて鋏鏝状に形成されて
いる。ここで、鋏鏝状とは、調髪に使用する鋏状の鏝の状態を意味し、具体的には一対の
操作レバー２と３（２′と３′）との一端側を手指で開くと他端側２ａと３ａ（２′ａと
３′ａ）とが開き、閉じると閉じるよう動作し、閉じたときに他端側２ａと３ａ（２′ａ
と３′ａ）とで睫毛７が挟まれる形状を意味する。
【００１５】
　４は、枢着ピンである。操作部１は、ここでは手指を通すことができるよう環状に形成
されている。５は、マスカラ収容器である。このマスカラ収容器５に差し入れられる操作
レバー２、２′、３′の他端側２ａ、２′ａ、３′ａは、塗布ブラシ状に形成されている
。
【００１６】
　本発明の第１実施形態の場合、一方の操作レバー２の他端側２ａの毛２ｂは、螺旋状に
設けられている。又他方の操作レバー３の他端側３ａに、一方の操作レバー２の他端側２
ａの毛２ｂと協働してマスカラ６を睫毛７に塗るための毛３ｂが設けられている。この他
方の操作レバー３の毛３ｂは、一方の操作レバー２の螺旋状の不毛部２ｃに毛先が入り込
む状態に位置決めされて設けられている。
【００１７】
　本発明の第２実施形態の場合、一方の操作レバー２′の他端側２′ａの毛２′ｂは螺旋
状に設けられている。又他方の操作レバー３′の他端側３′ａには毛３′ｂが螺旋状に設
けられている。毛３′ｂの内側の毛は一方の操作レバー２′の他端側２′ａの毛２′ｂと



(4) JP 4130833 B2 2008.8.6

10

20

30

40

50

協働して、外側の毛は単独で、マスカラ６を睫毛７に塗る。
【００１８】
　操作レバー３′の毛３′ｂは、操作レバー２′の螺旋状の不毛部２′ｃに毛３′ｂの毛
先が入り込む状態に位置決めされて設けられている。また、操作レバー２′の毛２′ｂの
毛先は、操作レバー３′の螺旋状の不毛部３′ｃに入り込む。操作レバー３′の毛３′ｂ
は、外側の毛が内側の毛よりも相対的に長い。又先端部には毛３′ｄが設けられている。
【００１９】
　次に本発明品の使用例を説明する。
　先ず、本発明の第１実施形態について説明する。
　使用者は、第１図Ｂに示されるように、先ずマスカラ収容器５に一方の操作レバー２の
他端側２ａを差し入れ、毛２ｂにマスカラ６をつける。次に使用者は、操作部１を押し開
いて一方の操作レバー２と他方の操作レバー３の各他端側２ａ、３ａを開かせ、この各他
端側２ａ、３ａの間に睫毛７を配置する。この場合使用者は、一方の操作レバー２の毛２
ｂの内側の毛が睫毛７の下側（上方に反らしたとき前面の側）に当たるよう配置する。そ
して操作部１を閉じ、各他端側２ａ、３ａで睫毛７を挟む（第４図参照）。
【００２０】
　その後使用者は、手首を後方に返し、第６図に示されるように、他端側２ａ、３ａが瞼
８の側に返るよう操作する。これにより一方の操作レバー２の他端側２ａの毛２ｂについ
ているマスカラ６が睫毛７の下側（瞼８の側に返したときの前側）につき、同時に睫毛７
は先端が瞼８の側に反らされてカールされる。この場合、この実施形態では他方の操作レ
バー３の他端側３ａの毛３ｂが、一方の操作レバー２の他端側２ａの螺旋状の不毛部２ｃ
に毛先が入り込むため（第５図参照）、マスカラ６が大粒の状態で睫毛７に付着すること
が防止される。
【００２１】
　続いて、本発明の第２実施形態について説明する。
　先ず一方の操作レバー２′の他端側２′ａおよび他方の操作レバー３′の他端側３′ａ
をマスカラ収容器５に差し入れ、毛２′ｂおよび毛３′ｂにマスカラ６をつける（図示せ
ず）。このとき、一方の操作レバー２′の他端側２′ａと他方の操作レバー３′の他端側
３′ａとは、同一のマスカラ収容器５に差し入れてもよいし、２つの別個のマスカラ収容
器５にそれぞれ差し入れてもよい。
【００２２】
　第１段階において、使用者は操作部１′を閉じた状態で操作レバー３′の他端側３′ａ
の毛３′ｂを睫毛７の下側（上方に反らしたとき前面の側）に配置する。その際、毛３′
ｂの外側の毛を睫毛に押し当て、そのまま毛先に向けて移動させて、マスカラ６を塗布す
る（第９図Ａおよび第１１図Ａ参照）。
【００２３】
　次に第２段階において、使用者は操作部１′を押し開いて操作レバー２′と操作レバー
３′の各他端側２′ａ、３′ａを開かせ、この各他端側２′ａ、３′ａの間に睫毛７を配
置する。使用者は操作レバー２′の毛２′ｂの内側の毛が睫毛７の下側（上方に反らした
とき前面の側）に当たるよう配置する。そして操作部１′を閉じ、各他端側２′ａ、３′
ａで睫毛７を挟む（第９図Ｂ参照）。
【００２４】
　その後、使用者は手首を後方に返し、他端側２′ａ、３′ａが瞼８の側に返るよう操作
する（第１１図Ｂ参照）。これにより、操作レバー２′の他端側２′ａの毛２′ｂについ
ているマスカラ６が睫毛７の下側（瞼８の側に返したときの前側）につくとともに、操作
レバー３′の他端側３′ａの毛３′ｂの内側の毛についているマスカラ６が睫毛７の上側
（瞼８の側に返したときの後側）につく。同時に、睫毛７は先端が瞼８の側に反らされて
カールされる。このとき、他方の操作レバー３′の他端側３′ａの毛３′ｂが、一方の操
作レバー２′の他端側２′ａの螺旋状の不毛部２′ｃに入り込む（第１０図参照）。従っ
て、マスカラ６が大粒の状態で睫毛７に付着することが防止される。
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【００２５】
　第３段階において、使用者は第９図Ｃに示すように、操作レバー３′の他端側３′ａの
先端部３′ｃに設けられた毛３′ｄを利用して、目頭および目尻の睫毛７にマスカラ６を
塗布する。目頭および目尻の睫毛７は、従来技術によるこの種の化粧用具ではマスカラの
塗布が困難であるか、または手間がかかる部位であった。しかし、本発明によれば容易に
マスカラを塗ることができる。
【００２６】
　以上の処において、本発明の第１および第２実施形態の場合、手指を掛ける操作部１が
環状に限定されることはない。又、一方の操作レバー２（２′）と、他方の操作レバー３
（３′）の各他端側２ａ（２′ａ）、３ａ（３′ａ）は、第１２図に示すように、瞼８の
湾曲に沿うよう湾曲状に形成されているのでも良い。この場合は、睫毛７を各他端側２ａ
（２′ａ）、３ａ（３′ａ）の間に配置し易く、マスカラ６の塗布やカール操作を容易化
できるものである。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　以上説明したように本発明は、第１実施形態においては、一対の操作レバーの胴部を枢
着して鋏鏝状に形成し、マスカラ収容器に差し入れる一方の操作レバーの他端側を塗布ブ
ラシ状に形成しているものである。
　従って本発明品を使用すれば、マスカラの塗布と睫毛のカールとを同時にでき、睫毛の
化粧に係る手間暇を軽減できる。
【００２８】
　又本発明は、第２実施形態においては、一対の操作レバーの胴部を枢着して鋏鏝状に形
成し、両操作レバーの他端側を塗布ブラシ状に形成するとともに、一方の操作レバーの他
端側の先端部に毛を設けているものである。
　従って本発明品を使用すれば、マスカラの塗布と睫毛のカールとを同時にでき、睫毛の
化粧に係る手間隙を軽減できるばかりでなく、睫毛全体に、細部まで万遍なくマスカラを
塗布することができる。さらに、睫毛の上側および下側にマスカラを塗るので、睫毛を強
調した印象的な目もとを演出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】第１図は、本発明化粧用具の第１の好適な実施形態を示し、Ａは一対の操作レバ
ーを開いた状態の正面図、Ｂは使用状態を説明するための一部を切欠した要部断面図であ
る。
【図２】第２図は、同上化粧用具の第１実施形態において、一対の操作レバーを閉じた状
態の正面図である。
【図３】第３図は、同上化粧用具の第１実施形態において、一対の操作レバーを閉じた状
態の平面図である。
【図４】第４図は、同上化粧用具の第１実施形態による使用状態を示す斜視図である。
【図５】第５図は、同上化粧用具の第１実施形態による使用状態を示す一部を切欠した要
部正面図である。
【図６】第６図は、同上化粧用具の第１実施形態による使用状態を示す側面図である。
【図７】第７図は、同上化粧用具の第２の好適な実施形態を示し、一対の操作レバーを開
いた状態の平面図である。
【図８】第８図は、同上化粧用具の第２実施形態において、一対の操作レバーを閉じた状
態の平面図である。
【図９】第９図は、同上化粧用具の第２実施形態による使用状態を示し、Ａは使用状態の
第１段階を示す斜視図、Ｂは使用状態の第２段階を示す斜視図、Ｃは使用状態の第３段階
を示す斜視図である。
【図１０】第１０図は、同上化粧用具の第２実施形態による使用状態を示す一部を切欠し
た要部正面図である。
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【図１１】第１１図は、同上化粧用具の第２実施形態による使用状態を示し、Ａは使用状
態の第１段階の側面図、Ｂは使用状態の第２段階の側面図である。
【図１２】第１２図は、同上化粧用具の他の実施形態を示し、頭の上から見た状態の要部
平面図である。
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